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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数層から成る、研磨パッドの研磨層を製造す
る。
【解決手段】複数の研磨層の各層は、３Ｄプリンタを用
いて、パッド材料の前駆体をノズルから噴射し、パッド
材料の前駆体を凝固させて、凝固させたパッド材料を形
成することによって堆積される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨パッドの研磨層を製造する方法であって、
　３Ｄプリンタを用いて複数の層を連続して堆積させることを含み、前記複数の研磨層の
各層が、パッド材料の前駆体をノズルから噴射し、前記パッド材料の前駆体を凝固させて
、凝固させたパッド材料を形成することによって堆積される、方法。
【請求項２】
　前記複数の層の各層の厚さが、前記研磨層の全体的な厚さの５０％未満である、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の層の各層の厚さが、前記研磨層の全体的な厚さの１％未満である、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　コンピュータ上で動作する３Ｄ描画プログラムを用いて前記パッド材料の前駆体の噴射
を制御することによって前記研磨層内に凹部を形成し、前記複数の層の少なくともいくつ
かにパターンを形成することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記凹部が、円筒形、角錐台、または角柱の１つまたは複数として成形される、請求項
４に記載の方法。
【請求項６】
　前記パッド材料の前駆体を凝固させることが、前記パッド材料の前駆体を硬化させるこ
とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記パッド材料の前駆体を硬化させることが、紫外（ＵＶ）硬化を含む、請求項６に記
載の方法。
【請求項８】
　前記パッド材料の前駆体が、ウレタンモノマーを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記凝固させたパッド材料内に研磨剤粒子を供給することを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記研磨剤粒子が、金属酸化物粒子を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記研磨剤粒子が、シリカ、アルミナ、酸化セリウム、またはこれらの組合せを含む、
請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記３Ｄプリンタを用いて複数の層を連続して堆積させることによって、前記研磨パッ
ドのバッキング層を形成することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記バッキング層を形成することが、前記研磨層の複数の層とは異なる量だけ前記バッ
キング層の複数の層を硬化させることを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記バッキング層を形成することが、前記パッド前駆体材料とは異なる材料を噴射する
ことを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記パッド材料の前駆体が、溶融させたパッド材料を含み、前記パッド材料の前駆体を
凝固させることが、前記溶融させたパッド材料を冷却することを含む、請求項１に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、化学機械研磨中に使用される研磨パッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路は、典型的には、導電層、半導電層、または絶縁層をシリコンウエハ上に連続
して堆積させることによって、基板上に形成される。様々な製造プロセスで、基板上の層
の平坦化が必要とされる。たとえば、特定の適用分野では、たとえば金属層を研磨してパ
ターン層のトレンチ内にビア、プラグ、およびラインを形成するために、パターン層の頂
面が露出するまで上層が平坦化される。他の適用分野では、たとえば、フォトリソグラフ
ィ向けに誘電体層を平坦化するために、下層の上に所望の厚さが残るように上層が研磨さ
れる。
【０００３】
　化学機械研磨（ＣＭＰ）は、一般に認められている１つの平坦化方法である。この平坦
化方法では、典型的には、キャリアヘッド上に基板を取り付ける必要がある。基板の露出
面は、典型的には、回転研磨パッドに接するように配置される。キャリアヘッドは、制御
可能な負荷を基板上に提供して、基板を研磨パッドに押し当てる。典型的には、研磨剤粒
子を含むスラリなどの研磨液が、研磨パッドの表面に供給される。
【０００４】
　化学機械研磨プロセスの一目的は、研磨の均一性である。基板上の異なる領域が異なる
速度で研磨される場合、基板のいくつかの領域で除去される材料が多すぎたり（「過剰研
磨」）、除去される材料が少なすぎたり（「研磨不足」）する可能性がある。
【０００５】
　従来の研磨パッドには、「標準」パッドおよび固定砥粒パッドが含まれる。標準パッド
は、ポリウレタンの研磨層を有し、耐久性のある粗面を含んでおり、圧縮性のバッキング
層を含むこともできる。対照的に、固定砥粒パッドは、閉じ込め媒体中に保持された研磨
剤粒子を有しており、概して非圧縮性のバッキング層上で支持することができる。
【０００６】
　研磨パッドは、典型的には、ポリウレタン材料を成型、キャスティング、または焼結す
ることによって作製される。成型の場合、研磨パッドは、たとえば射出成型によって、一
度に１つずつ作製することができる。キャスティングの場合、液体の前駆体をキャスティ
ングおよび硬化してケークにし、このケークを後に薄く切って個々のパッド片にする。次
いで、これらのパッド片を最終の厚さまで機械加工することができる。研磨表面内に溝を
機械加工することができ、または射出成型プロセスの一部として溝を形成することができ
る。
【０００７】
　平坦化に加えて、バフ研磨などの仕上げ作業に研磨パッドを使用することもできる。
【発明の概要】
【０００８】
　研磨の均一性を提供するために、研磨パッドは、基板表面全体にわたって均一の圧力を
かけることができるように、研磨されている基板との均一の接触を形成する必要がある。
パッドの厚さのばらつきは、基板表面全体にわたって圧力を不均一にする可能性がある。
厚さのわずかなばらつきでも、印加圧力のばらつきを招き、したがって除去が不均一にな
るとともに、基板表面上の微小な引っ掻きなど、欠陥がより大きくなる。この影響は、硬
質の研磨パッドの場合により大きくなり、低圧研磨プロセスでもより大きくなる。軟質の
研磨パッドは、より大きな厚さのばらつきに対応することができるが、パッド内に溝切り
を形成するプロセスでは、軟質の研磨パッドで不均一性が生じる可能性がより高くなる。
【０００９】
　改善された厚さの均一性を提供することができる研磨パッドを製造する技法は、３Ｄ印
刷プロセスを使用することである。３Ｄ印刷プロセスでは、パッド前駆体、たとえば粉末
の薄い層を累進的に堆積させて融解し、完全な３次元の研磨パッドを形成する。
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【００１０】
　一態様では、研磨パッドの研磨層を製造する方法は、３Ｄプリンタを用いて複数の層を
連続して堆積させることを含み、複数の研磨層の各層は、パッド材料の前駆体をノズルか
ら噴射し、パッド材料の前駆体を凝固させて、凝固させたパッド材料を形成することによ
って堆積される。
【００１１】
　本発明の実装形態は、以下の特徴の１つまたは複数を含むことができる。複数の層の各
層の厚さは、研磨層の全体的な厚さの５０％未満とすることができる。複数の層の各層の
厚さは、研磨層の全体的な厚さの１％未満とすることができる。コンピュータ上で動作す
る３Ｄ描画プログラムを用いてパッド材料の前駆体の噴射を制御することによって研磨層
内に凹部を形成し、複数の層の少なくともいくつかにパターンを形成することができる。
凹部は、研磨パッドの全体的な水平表面積の１０％～７５％とすることができる。凹部間
の平坦部の横方向の寸法は、０．１～２．５ｍｍとすることができる。凹部の深さは、０
．２５～１．５ｍｍとすることができる。凹部の最も幅広い横方向の寸法は、０．１ｍｍ
～２ｍｍとすることができる。凹部は、円筒形、角錐台、または角柱の１つまたは複数と
して成形することができる。凹部は、溝とすることができる。パッド材料の前駆体を凝固
させることは、パッド材料の前駆体を硬化させることを含むことができる。パッド材料の
前駆体を硬化させることは、紫外（ＵＶ）硬化を含むことができる。パッド材料の前駆体
は、ウレタンモノマーを含むことができる。凝固させたパッド材料は、ポリウレタンを含
むことができる。凝固させたパッド材料内には、研磨剤粒子を供給することができる。研
磨剤粒子は、金属酸化物粒子とすることができる。研磨パッドのバッキング層は、３Ｄプ
リンタを用いて複数の層を連続して堆積させることによって形成することができる。バッ
キング層を形成することは、研磨層の複数の層とは異なる量だけバッキング層の複数の層
を硬化させることを含むことができる。バッキング層を形成することは、パッド前駆体材
料とは異なる材料を噴射することを含むことができる。凝固させた研磨材料の硬度は、約
４０～８０ショアＤとすることができる。パッド材料の前駆体は、溶融させたパッド材料
とすることができ、パッド材料の前駆体を凝固させることは、溶融させたパッド材料を冷
却することを含むことができる。
【００１２】
　本発明の潜在的な利点は、以下の１つまたは複数を含むことができる。研磨パッドは、
非常に厳密な精度、すなわち厚さの良好な均一性をもって製造することができる。研磨パ
ッド内には、厚さの均一性を歪ませることなく、溝を形成することができる。基板全体に
わたる研磨の均一性は、特に０．８ｐｓｉ未満などの低圧で、またはさらには０．５ｐｓ
ｉもしくは０．３ｐｓｉ未満でも改善することができる。パッド製造プロセスは、異なる
研磨パッド構成および溝パターンに適合させることができる。研磨パッドは、より速くか
つより安価に製造することができる。
【００１３】
　１つまたは複数の実装形態の詳細について、添付の図面および以下の説明に示す。他の
特徴、目的、および利点は、説明および図面ならびに特許請求の範囲から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】例示的な研磨パッドの概略横断面側面図である。
【図１Ｂ】別の例示的な研磨パッドの概略横断面側面図である。
【図１Ｃ】さらに別の例示的な研磨パッドの概略横断面側面図である。
【図２】化学機械研磨ステーションの部分横断面の概略側面図である。
【図３】図１Ａの研磨パッドに接触している基板を示す概略横断面側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　様々な図面の同様の参照記号は、同様の要素を示す。
【００１６】
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　図１Ａ～１Ｃを参照すると、研磨パッド１８は、研磨層２２を含む。図１Ａに示すよう
に、研磨パッドは、研磨層２２からなる単層のパッドとすることができ、または図１Ｃに
示すように、研磨パッドは、研磨層２２と少なくとも１つのバッキング層２０とを含むマ
ルチレイヤパッドとすることができる。
【００１７】
　研磨層２２は、研磨プロセスで不活性の材料とすることができる。研磨層２２の材料は
、プラスチック、たとえばポリウレタンとすることができる。いくつかの実装形態では、
研磨層２２は、相対的に耐久性があり硬質の材料である。たとえば、研磨層２２の硬度は
、ショアＤの尺度で約４０～８０、たとえば５０～６５とすることができる。
【００１８】
　図１Ａに示すように、研磨層２２は、均質な組成物の層とすることができ、または図１
Ｂに示すように、研磨層２２は、プラスチック材料、たとえばポリウレタンの基材２９中
に研磨剤粒子２８を含むことができる。研磨剤粒子２８は、基材２９の材料より硬質であ
る。研磨剤粒子２８は、研磨層の０．０５重量％～７５重量％とすることができる。たと
えば、研磨剤粒子２８は、研磨層２２の１重量％未満、たとえば０．１重量％未満とする
ことができる。別法として、研磨剤粒子２８は、研磨層２２の１０重量％より大きく、た
とえば５０重量％より大きくすることができる。研磨剤粒子の材料は、セリア、アルミナ
、シリカ、またはこれらの組合せなどの金属酸化物とすることができる。
【００１９】
　いくつかの実装形態では、研磨層は、孔、たとえば小さいボイドを含む。これらの孔は
、幅５０～１００ミクロンとすることができる。
【００２０】
　研磨層１８の厚さＤ１は、８０ミル以下、たとえば５０ミル以下、たとえば２５ミル以
下とすることができる。調整プロセスはカバー層を摩耗させる傾向があるため、研磨層２
２の厚さは、研磨パッド１８で有用な寿命時間、たとえば３０００回の研磨および調整サ
イクルが実現するように選択することができる。
【００２１】
　顕微鏡規模では、研磨層２２の研磨表面２４は、たとえば実効値で２～４ミクロンの粗
い表面テクスチャを有する可能性がある。たとえば、研磨層２２を研削または調整プロセ
スにかけると、粗い表面テクスチャが生成される可能性がある。さらに、３Ｄ印刷により
、たとえば２００ミクロンまでの小さい均一の特徴を提供することができる。
【００２２】
　研磨表面２４は顕微鏡規模では粗い可能性があるが、研磨層２２は、研磨パッド自体の
肉眼規模では良好な厚さの均一性を有することができる（この均一性とは、研磨層の底面
に対する研磨表面２４の高さの全体的な変動を指し、研磨層内に意図的に形成された肉眼
で見えるいかなる溝または穿孔も考慮しない）。たとえば、厚さの不均一性は、１ミル未
満とすることができる。
【００２３】
　任意選択で、研磨表面２４の少なくとも一部分は、スラリを運ぶために形成された複数
の溝２６を含むことができる。溝２６は、同心円、直線、クロスハッチ、螺旋など、ほぼ
任意のパターンとすることができる。溝が存在すると仮定すると、研磨表面２４、すなわ
ち溝２６間の平坦部は、研磨パッド２２の全体的な水平表面積の２５～９０％とすること
ができる。したがって、溝２６は、研磨パッド１８の全体的な水平表面積の１０％～７５
％を占めることができる。溝２６間の平坦部の横方向の幅は、約０．１～２．５ｍｍとす
ることができる。
【００２４】
　いくつかの実装形態では、たとえばバッキング層２０が存在する場合、溝２６は、研磨
層２２全体を通って延びることができる。いくつかの実装形態では、溝２６は、研磨層２
２の厚さの約２０～８０％、たとえば４０％を通って延びることができる。溝２６の深さ
は、０．２５～１ｍｍとすることができる。たとえば、厚さ５０ミルの研磨層２２を有す



(6) JP 2017-205869 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

る研磨パッド１８内では、溝２６の深さＤ２を約２０ミルとすることができる。
【００２５】
　バッキング層２０は、研磨層２２より軟質で圧縮性のある層とすることができる。バッ
キング層２０の硬度は、ショアＡの尺度で８０以下、たとえば約６０ショアＡとすること
ができる。バッキング層２０は、研磨層２２より厚くもしくは薄くすることができ、また
は研磨層２２と同じ厚さとすることができる。
【００２６】
　たとえば、バッキング層は、ボイドを含むポリウレタンまたは多結晶シリコンなど、連
続気泡または独立気泡フォームとすることができ、その結果、圧力を受けると気泡は崩壊
し、バッキング層が圧縮される。バッキング層に適した材料には、コネチカット州ロジャ
ーズのＲｏｇｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎが販売するＰＯＲＯＮ４７０１－３０また
はＲｏｈｍ＆Ｈａａｓが販売するＳＵＢＡ－ＩＶがある。バッキング層の硬度は、層の材
料および多孔率の選択によって調整することができる。別法として、同じ前駆体から形成
されたバッキング層２０は、研磨層と同じ多孔率を有するが、硬化の程度が異なり、した
がって異なる硬度を有する。
【００２７】
　図２を次に参照すると、１つまたは複数の基板１４は、ＣＭＰ装置の研磨ステーション
１０で研磨することができる。適した研磨装置の説明は、開示全体が参照により本明細書
に組み込まれている、米国特許第５，７３８，５７４号に見ることができる。
【００２８】
　研磨ステーション１０は、回転可能なプラテン１６を含むことができ、回転可能なプラ
テン１６上に研磨パッド１８が配置される。研磨ステップ中、スラリ供給ポートまたは複
合型のスラリ／リンスアーム３２によって、研磨パッド１８の表面に研磨液３０、たとえ
ば研磨剤スラリを供給することができる。研磨液３０は、研磨剤粒子、ペーハー調整剤、
または化学的に活性の構成要素を含有することができる。
【００２９】
　基板１４は、研磨パッド１８に接するようにキャリアヘッド３４によって保持される。
キャリアヘッド３４は、カルーセルなどの支持構造から懸架され、キャリア駆動シャフト
３６によってキャリアヘッド回転モータに接続されており、その結果、キャリアヘッドは
、軸３８の周りを回転することができる。研磨液３０の存在下で研磨パッド１８と基板１
４が相対的に動く結果、基板１４が研磨される。
【００３０】
　図３を参照すると、少なくとも研磨パッド１８の研磨層２２は、３Ｄ印刷プロセスを使
用して製造される。製造プロセスでは、薄い材料層を累進的に堆積させて融解する。たと
えば、パッド前駆体材料の液滴５２は、液滴噴射プリンタ５５のノズル５４を噴射して、
層５０を形成することができる。液滴噴射プリンタは、インクジェットプリンタに類似し
ているが、インクではなくパッド前駆体材料を使用する。ノズル５４は、支持体５１を横
切って平行移動する（矢印Ａで示す）。
【００３１】
　第１の層５０ａを堆積させるために、ノズル５４は支持体５１上へ噴射することができ
る。次いで層５０ｂを堆積させるために、ノズル５４は、すでに凝固させた材料５６上へ
噴射することができる。各層５０が凝固した後、その事前に堆積させた層の上に新しい層
を堆積させて、完全な３次元の研磨層２２を製造する。各層は、コンピュータ６０上で動
作する３Ｄ描画コンピュータプログラム内に記憶されているパターンで、ノズル５４によ
って塗布される。各層５０は、研磨層２２の全体的な厚さの５０％未満、たとえば１０％
未満、たとえば５％未満、たとえば１％未満である。
【００３２】
　支持体５１は、剛性のベースとすることができ、または可撓性の膜、たとえばポリテト
ラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）層とすることができる。支持体５１が膜である場合、支
持体５１は、研磨パッド１８の一部分を形成することができる。たとえば、支持体５１は
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、バッキング層２０、またはバッキング層２０と研磨層２２との間の層とすることができ
る。別法として、研磨層２２は、支持体５１から除去することができる。
【００３３】
　凝固は、重合によって実現することができる。たとえば、パッド前駆体材料層５０は、
モノマーとすることができ、このモノマーは、紫外（ＵＶ）硬化によってインサイチュで
重合することができる。パッド前駆体材料は、堆積後実質上すぐに硬化させることができ
、またはパッド前駆体材料層５０全体を堆積させ、次いで層５０全体を同時に硬化させる
ことができる。
【００３４】
　しかし、３Ｄ印刷を実現するための代替の技術も存在する。たとえば、液滴５２は、冷
却時に凝固するポリマーメルトとすることができる。別法として、プリンタは、粉末層を
広げてバインダ材料の液滴を粉末層上へ噴射することによって、研磨層２２を作製する。
この場合、粉末は、添加物、たとえば研磨剤粒子２２を含むことができる。
【００３５】
　３Ｄ印刷手法により、高価な時間のかかる型を作製する必要がなくなる。また３Ｄ印刷
手法により、成型、キャスティング、および機械加工などのいくつかの従来のパッド製造
ステップの必要がなくなる。追加として、層ごとの印刷手法により、厳密な精度を実現す
ることができる。また、１つの印刷システム（プリンタ５５およびコンピュータ６０を有
する）を使用して、３Ｄ描画コンピュータプログラム内に記憶されているパターンを変え
ることによって簡単に、様々な異なる研磨パッドを製造することができる。
【００３６】
　いくつかの実装形態では、バッキング層２０はまた、３Ｄ印刷プロセスによって製造す
ることができる。たとえば、バッキング層２０と研磨層２２は、連続的な１つの作業でプ
リンタ５５によって製造することができる。バッキング層２０には、異なる硬化量、たと
えば異なるＵＶ放射強度を使用することによって、研磨層２２とは異なる硬度を提供する
ことができる。
【００３７】
　他の実装形態では、バッキング層２０は、従来のプロセスによって製造され、次いで研
磨層２２に固定される。たとえば、研磨層２２は薄い接着剤層２８、たとえば感圧接着剤
によってバッキング層２０に固定することができる。
【００３８】
　複数の実装形態について説明した。それにもかかわらず、様々な修正を加えることがで
きることが理解されよう。たとえば、研磨パッド、もしくはキャリアヘッド、またはその
両方は、研磨表面と基板との間で相対的な運動を提供するように動くことができる。研磨
パッドは、円形または何らかの他の形状とすることができる。研磨パッドの底面に接着剤
層を塗布してパッドをプラテンに固定することができ、接着剤層は、研磨パッドがプラテ
ン上に配置されるまで、取り外し可能なライナによって覆うことができる。さらに、垂直
方向の位置決めに関する用語を使用したが、研磨表面および基板は、垂直配向または何ら
かの他の配向で裏返しに保持してもよいことを理解されたい。
【００３９】
　したがって、他の実装形態も、添付の特許請求の範囲内である。
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【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】

【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月19日(2017.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨パッドを製造する方法であって、
　３Ｄプリンタを用いて第１の複数の層を連続して堆積させることによって、前記研磨パ
ッドのバッキング層を形成することと、
　前記第１の複数の層を覆って前記３Ｄプリンタを用いて第２の複数の層を連続して堆積
させることによって研磨層を形成すること
を含み、前記第１の複数の層の各層がバッキング層の前駆体の液滴をノズルから噴射する
ことで堆積され、前記第２の複数の層の各層が研磨層の前駆体の液滴をノズルから噴射す
ることで堆積され、
　前記バッキング層の前駆体が前記研磨層の前駆体と同一の前駆体であり、前記バッキン
グ層が、前記研磨層より軟質であるように、前記研磨層と異なる多孔率または異なる硬化
の程度の少なくとも一方で形成される、方法。
【請求項２】
　前記バッキング層を形成することが、前記研磨層の前記第２の複数の層とは異なる量だ
け前記バッキング層の前記第１の複数の層を硬化させることを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
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　研磨パッドを製造する装置であって、
　前記研磨パッドの複数の層を保持する支持体と、
　複数の層を連続して前記支持体を覆って堆積させて、パッド材料の前駆体の液滴を噴射
することによって前記研磨パッドを形成する、ノズルを含む３Ｄプリンタと、
　前記３Ｄプリンタに連結されたコンピュータであって、前記３Ｄプリンタを制御し、前
記３Ｄプリンタによって、前記ノズルからバッキング層の前駆体の液滴を噴射することで
第１の複数の層を連続して堆積させることによって前記研磨パッドのバッキング層を形成
し、前記ノズルから前記バッキング層の前駆体と同一の前駆体である研磨層の前駆体の液
滴を噴射することで前記第１の複数の層を覆って前記３Ｄプリンタで第２の複数の層を連
続して堆積させることによって前記研磨パッドの研磨層を形成する、コンピュータと、
　前記バッキング層が、前記研磨層より軟質であるように、前記研磨層の前駆体と異なる
程度で前記バッキング層の前駆体を硬化する、硬化手段
を備える装置。
【請求項４】
　前記硬化手段が、凝固させた研磨材料が約４０～８０ショアＤの硬度を有するように、
前記研磨層の前駆体を硬化する、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　ウレタンモノマーを備えるバッキング層の前駆体の供給を備える、請求項３に記載の装
置。
【請求項６】
　前記硬化手段がＵＶ放射源を備える、請求項３に記載の装置。
【請求項７】
　前記硬化手段が、異なるＵＶ放射強度を使用することによって、前記研磨層の前駆体と
異なる程度で前記バッキング層の前駆体を硬化する、請求項６に記載の装置。



(10) JP 2017-205869 A 2017.11.24

10

フロントページの続き

(72)発明者  チン，　バリー　リー
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９５０７０，　サラトガ，　カンバーランド　ドライブ　１３
            １７４
(72)発明者  リー，　テランス　ワイ．
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４６１０，　オークランド，　ハードン　ロード６３１
Ｆターム(参考) 3C063 AB07  BA21  BA22  BA24  BA40  BB18  BB19  CC30 
　　　　 　　  3C158 EB04  EB12  EB13  EB20  EB28  ED10  ED11  ED12  ED13 
　　　　 　　  5F057 AA02  AA23  BA11  BB03  CA12  DA03  EB08  EB10  EB30 



(11) JP 2017-205869 A 2017.11.24

【外国語明細書】
2017205869000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow
	foreign-language-body

